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第７２号議案参考資料 

議 案 名 

 

桶川市職員の旅費に関する条例及び市長及び副市長の給与等に関する

条例の一部を改正する条例 

 

 

１ 提案理由 

  国家公務員等の旅費に関する法律等の一部改正を踏まえ、所要の改正

をしたいので、この案を提出するものである。 

 

２ 改正の内容 

 (1) 桶川市職員の旅費に関する条例の一部改正（改正条例第１条関係） 

  ア 在勤庁及び配偶者の範囲を整理するとともに、新たに旅行役務提

供者を規定する。                （第２条関係） 

  イ 旅行役務提供者に対し、旅費を支払うことができるようにすると 

ともに、字句の整理を行う。             （第３条関係） 

  ウ 出張命令権者等は出張命令等を変更することができるようにする

とともに、字句の整理を行う。         （第４条関係） 

  エ 旅費の種類について、車賃、日当、宿泊費、食卓料及び支度料を

廃止し、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び渡航

雑費を設ける。                 （第５条関係） 

  オ 旅費は、実費を弁償するためのものであることを規定するととも

に、字句の整理を行う。            （第６条関係） 

  カ 日当の支給の規定を削る。      （改正前の第７条関係） 

  キ 旅費の請求、精算、返納等について規定する。 （第７条関係） 

  ク 鉄道賃として、運賃、急行料金、寝台料金、座席指定料金及びこ
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れらに付随する費用を規定し、運賃の等級が区分されている場合に

は、運賃の最下級の額を上限額とするとともに、急行料金の距離制

限を廃止する。                （第８条関係） 

  ケ 船賃として、運賃、寝台料金、座席指定料金及びこれらに付随す

る費用を規定し、運賃の等級が区分されている場合には、運賃の最

下級の額を上限額とする。           （第９条関係） 

  コ 航空費として、運賃及び座席指定料金及びこれらに付随する費用

を規定し、運賃の等級が区分されている場合には、運賃の最下級の

額を上限額とする。             （第１０条関係） 

  サ 鉄道、船舶及び航空機以外を利用する場合の移動に要する旅費と

してその他の交通費を規定する。       （第１１条関係） 

  シ 出張中の宿泊に要する費用として宿泊費を規定する。 

（第１２条関係） 

  ス 移動及び宿泊に対する一体の対価として包括宿泊費を規定する。 

（第１３条関係） 

  セ 宿泊を伴う出張に必要な諸雑費として宿泊手当を規定する。 

（第１４条関係） 

  ソ 外国旅行について、旅費区分を内国旅行と同一にするとともに、

予防接種に係る費用等外国旅行に要する雑費として、渡航雑費を規

定する。                  （第１５条関係） 

  タ 特別職に随行した場合の旅費について、特別職と同額を支払うよ

うにする。                 （第１６条関係） 

  チ カの改正に伴い、条の繰上げを行う。    （第１７条関係） 

  ツ 旅費の支給額について、各規定に基づき計算した額と実際の支払

額を比較し、いずれか少ない額を支給する。   （第１８条関係） 

  テ 出張した職員が市以外の者から旅費の支給を受ける場合等におい

て、実費を超える部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支
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給しないこととするとともに、字句の整理を行う。（第１９条関係） 

  ト 労働基準法第１５条第３項（就業のために住居を変更した労働者

が、契約解除の日から１４日以内に帰郷する場合の旅費）及び第６

４条（１８歳に満たない者が解雇の日から１４日以内に帰郷する場

合の旅費）に該当する理由がある場合に支給する旅費が同法の規定

による旅費に満たないときは、同法に規定する旅費に相当する金額

等を支給する。               （第２０条関係） 

  ナ 条例等の規定に違反して旅費の支給を受けた場合の返納の規定を

定めるとともに、その後に支払う給与又は旅費から控除ができるよ

うにする。                 （第２１条関係） 

  ニ ト及びナの改正に伴い、条の繰下げを行う。 （第２２条関係） 

  ヌ 内国旅行の宿泊料及び食卓料の額を定めた表を削る。 

（別表第１関係） 

  ネ 外国へ旅行する場合の日当等の額を定めた表を削る。 

（別表第２関係） 

 (2) 市長及び副市長の給与等に関する条例の一部改正 

（改正条例第２条関係） 

  ア 旅費について、一般職の例により支給するとともに、規定の整理

を行う。                   （第７条関係） 

  イ 内国旅行の宿泊料及び食卓料の額を定めた表を削る。 

（別表第１関係） 

  ウ 外国へ旅行する場合の日当等の額を定めた表を削る。 

（別表第２関係） 

 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 


